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●請願・陳情のしかた

　市の行政等について要望がある場合、どなた

でも市議会に「請願」や「陳情」をすることが

できます。

　請願書・陳情書は、議会事務局で受け付けて

います（土日祝日を除く午前8時30分～午後5時）。

　なお、小金井市議会では、「請願」も「陳情」

も原則として同じ取扱いをしています。

●請願者・陳情者は趣旨説明ができます

　「請願」「陳情」の代表者またはこれに代わ

る方が趣旨説明、補足説明等を希望される場合

は、審査の前に委員会協議会を開き、発言の機

会を設けています。時間は15分以内で発言の

記録を作成します。発言申出期限、発言する日

時等は議会事務局までお問い合わせください。

（電話.042－387ー9947） 

●処理結果等を市民に公開しています

　採択した「請願」「陳情」は、願意に沿った

対応がされるよう市長等に送付します。

そして、その処理経過及び結果は、6か月後、

議長に報告されることになっており、その内容

を「請願」「陳情」代表者の方にお知らせしま

す。また、議会図書室でどなたでもご覧いただ

けます。

請願・陳情
の提出

審査の流れ

議 長 受 理

本会議で
委員会に付託

委員会で審査

本会議で採決

継続審査の場合
もあります。

採　択

市長等へ送付

請願・陳情代表
者へ執行・処理
結果を通知

（6か月後）
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●郵送による陳情書の提出は、原則として受け付け

ておりません。ご面倒ですが、直接議会事務局まで

ご持参ください。

●署名簿の提出のしかた

（１）請願書（陳情書）と署名簿が一体のときは、　

　　その請願書（陳情書）の1枚目に代表者が押印

　　し、2枚目以降は押印不用です。 

（２）請願書（陳情書）と署名簿が一体でなく、署　

　　名簿のみであるときは、一体のものであること

　　を証明するために「割印」を押してください。

●印鑑が必要になる場合があります。ご持参ください。

「請願」「陳情」の
趣旨はできるだ
け簡潔に、わかり
やすく書き、参考
資料、地図等を添
付したい場合は、
議会事務局にご
相談ください。

「請願」には市議
会議員の紹介が
必要です。「陳情」に
は必要ありません。

表題…「○○○○
に関する請願書
（陳情書）」

請願者・陳情者の
住所・氏名・連絡
先等を書き、署名
または記名押印
してください。

請願者・陳情者が
複数の場合は、代
表者を定め「ほか
○人」と表示し、
署名簿に署名ま
たは記名押印し
添えてください。
氏が同じ場合の
「〃」は無効です。

請願・陳情の書き方

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯に関する請願書（陳情書）

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯を請願（陳情）します。

◯年◯月◯日

（あて先）小金井市議会議長

住　　所

住　　所（法人の場合は、その名称及び代表者の氏名）

　　　　 代表者の署名又は記名押印　　　ほか　　人

連 絡 先（×××）×××ー××××

（署名簿）

氏　　　名 住　　　所 印※




